
 
 
 
 

広見町・日吉村合併協議会 
 
 

第６回 会議資料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日 時：平成１６年６月３日（木）午後２時～ 
 

場 所：日吉村住民センター ３階ホール 
 
 



第６回 会議次第 
日程第１ 開  会 

日程第２ 会長あいさつ 

日程第３ 開議 

日程第４ 会議録署名委員の指名 

日程第５ 報告 

    (1) 報告第 15 号 新町名候補選定小委員会報告について 

(2) 報告第 16 号 新町建設計画策定小委員会報告について 

日程第６ 協議 

      新規協議 

(1) 協議第 61 号 一般職の職員の身分の取扱いについて 

 

日程第７ 確認 

(1) 新町町章の選定について 

 

日程第８ その他 

(1) 名付け親大賞等の決定について 

(2) 第７回広見町・日吉村合併協議会の日程について 

 

日程第９ 閉会あいさつ 

日程第 10 閉  会 
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報告第１５号 

 

   新町名候補選定小委員会報告について 

 

 

 新町名候補選定小委員会について報告する。 

 

 

 

   平成１６年６月３日提出 

 

 

           広見町・日吉村合併協議会会長  山 本 雅 之 
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アイデア賞の決定について 

 

アイデア賞候補一覧表（第 1 次選定集計分） 

番号 名簿番号 候補とする名称 名称のふりがな 

1 7 広見川 ひろみがわ 

2 8 清流 せいりゅう 

3 14 美里 みさと 

4 16 高月 たかつき 

5 22 北予 ほくよ 

6 23 戸祗 とぎ 

7 24 新広見 しんひろみ 

8 34 みよし郷 みよしごう 

9 39 幸 みゆき 

10 44 水豊 みとよ 

11 52 美山 みやま 

12 55 夢森 ゆめもり 

13 58 あい あい 

14 87 ゆず川 ※（ゆずかわ） 

15 109 鬼北清流 きほくせいりゅう 

16 115 源流 げんりゅう 

17 120 広楽 こうらく 

18 122 広見吉 ひろみよし 

19 141 四川 しせん 

20 215 柚香 ※（ゆずか） 
注 名称のふりがなに※印があるものは、一般的と思われるふりがなを付しています。 

 

 

 

アイデア賞 

番号 名簿番号 名     称 名称のふりがな 

1 8 清流 せいりゅう 

2 16 高月 たかつき 

3 23 戸祗 とぎ 
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報告第１６号 

 

   新町建設計画策定小委員会報告について 

 

 

 新町建設計画策定小委員会について報告する。 

 

 

 

   平成１６年６月３日提出 

 

 

           広見町・日吉村合併協議会会長  山 本 雅 之 
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協議第６１号 

 

   一般職の職員の身分の取扱いについて 

 

 

 一般職の職員の身分の取扱いについて提出する。 

 

 

 

   平成１６年６月３日提出 

 

 

           広見町・日吉村合併協議会会長  山 本 雅 之 

 

 

 

 

一般職の職員の身分の取扱いについて 

広見町及び日吉村の一般職の職員は、市町村の合併の特例に関する法律第９

条により、すべて新町の職員として引き継ぐものとする。 

１ 職員数については、新町において定員適正化計画を策定し、定員管理の適

正化に努めるものとする。 

２ 職名については、人事管理及び職員の処遇の適正化の観点から合併時に調

整し統一を図る。 

３ 職階については、合併時に職名とともに級分類を調整し統一を図る。 

４ 職員の給与については、職員の処遇及び給与の適正化の観点から類似団体

及び地域の実情等を考慮の上、合併後速やかに調整する。 

 

 

    平成  年  月  日確認 
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確認事項 

 

   新町町章の選定について 

 

 

 新町町章の選定について提出する。 

 

 

 

   平成１６年６月３日提出 

 

 

           広見町・日吉村合併協議会会長  山 本 雅 之 
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新町町章候補選定小委員会設置要綱（案） 

   

 （設置） 

第１条 広見町・日吉村合併協議会（以下「協議会」という。）に新町町章候補選定小

委員会（以下「小委員会」という。）を設置する。 

 （所掌事項） 

第２条 小委員会は、次の各号に掲げる事項について、調査又は審議を行うものとする。 

(1) ２町村が合併した場合における新町(鬼北町)の町章（以下「町章」という。） 

の候補の選定 

(2) 町章の募集方法に関すること。 

 (3) 町章の選定基準に関すること。 

(4) 賞品及びその贈呈対象者の決定方法に関すること。 

 (5) その他、町章の選定に関し必要な事項 

 （組織） 

第３条 小委員会は、協議会小委員会規程第３条第１項の規定に基づき、次に定める委

員８人で構成する。 

 (1) 規約第７条第１項第２号に定める委員 各町村１人 

 (2) 規約第７条第１項第３号に定める委員 各町村１人 

 (3) 規約第７条第１項第４号に定める委員 各町村２人 

（解散） 

第４条 小委員会は、その目的を達成したときをもって解散する。  

（その他） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、小委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別

に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成１６年  月  日から施行する。 
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新町町章候補選定小委員会委員名簿 

 

委員区分 選出町村 役職名 氏   名 備   考 

広見町 収 入 役   
２号委員 

日吉村 助 役   

広見町 議   員   
３号委員 

日吉村 議   員   

学識経験者   
広見町 

学識経験者   

学識経験者   
４号委員 

日吉村 
学識経験者   
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新町町章候補選定小委員会スケジュール（案） 
 

 

 月  日 内      容 

 ６月 ３日 

第６回合併協議会において新町町章候補選定小委員会の設置を決定 

（小委員会の委員並びに委員長及び副委員長の選任） 

 ・公募要項案の確認 

 

 

今後のスケジュール（合併協議会への委員長報告日程は除く。） 

 

６月 上旬 

第１回小委員会 

・募集の方法について 

・選定方法の確認について 

６月１５日 公募開始 

７月３１日 公募締切 

８月 上旬 

第２回小委員会 

・公募結果集計 

・町章候補の選定（第１次選定） 

８月 下旬 
第３回小委員会 

・町章候補の選定（第２次選定） 

９月 ２日 
合併協議会へ新町町章候補選定結果報告 

協議会へ新町町章提案 

１０月 ７日 協議会で新町町章確認 

 

 

 

１月 １日 新町誕生 
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新町の町章募集要項（案） 

   

 （趣旨） 

第１条 この要項は、広見町及び日吉村の２町村が合併して誕生する鬼北町（以下「新

町」という。）の町章を募集して、新町の将来像である「豊かな自然と人とが響きあ

うまちづくり―森がすくすく、川がいきいき、人が元気―」にふさわしい町章候補を

選定することを目的とする。 

 （募集する町章） 

第２条 募集する町章は、次のとおりとする。 

(1)  新町の将来像である「豊かな自然と人とが響きあうまちづくり―森がすくすく、

川がいきいき、人が元気―」にふさわしい町章とする。 

(2)  町旗、バッジ等にも使用可能なデザインとする。 

(3)  用紙の地色を含め４色以内とする。なお、グラデーション（ぼかし、濃淡）で

表したものは不可とする。 

(4)  自作の未発表作品とする。 

 （募集方法） 

第３条 募集方法は、公募とする。 

 （応募方法等） 

第４条 応募の条件、方法、期間等については、次のとおりとする。 

  (1)  応募資格は問わない。また、同一人の応募は、何点でも可能とする。 

 (2)  募集期間は、平成１６年６月１５日から平成１６年７月３１日までとする。 

 (3)  応募は、応募用紙又は縦横１５センチメートルの枠を書いたＡ４白色用紙を縦

長で使用し、枠外に天地を明示する。用紙１枚につき１作品とする。 

 (4)  応募にあたっては、「デザインの趣旨（１００字以内）」「住所」「氏名（ふりが

な）」「年齢」「性別」及び「電話番号」を用紙に記載すること。 

 (5)  応募は、持参又は封書による郵送とする。 

 (6)  応募先は、広見町・日吉村合併協議会（以下「協議会」という。）事務局とす

る。 

（周知の方法） 

第５条 新町の町章募集については、ホームページ、協議会だより、募集チラシ、町村

広報等で周知する。 

 （選定方法） 

第６条 応募された作品は、新町町章候補選定小委員会（以下「小委員会」という。）

において、採用候補作品５点以内を選考し、協議会において１点を選定する。 

 （賞金） 

第７条 応募された作品の中から、次の賞を決定し、賞金を贈呈する。 

 （1） 最優秀賞    １人  ３０万円 

 （2） 優秀賞     ４人  １人に付き３万円 

 （結果発表） 

第８条 協議会だより、ホームページ、町村広報等で発表するとともに、入賞者には別

途通知する。 

（著作権等） 

第９条 採用作品に関する著作権については、次のとおりとする。 

 （1） 採用作品に関する一切の権限は、広見町・日吉村合併協議会及び新町に帰属す

る。 

 （2） 応募作品は、返却しない。 
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 （3） 採用作品の使用に当たっては、作品に若干の変更を加える場合又はモノクロで

使用する場合がある。 

 （その他） 

第１０条 その他、新町の町章候補選定に関し必要な事項については、小委員会におい

て別に定める。 

   附 則 

 この要項は、平成１６年 月 日から施行する。 
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その他 

 

 １ 名付け親大賞等の決定について 

 

 

 

 

 

 ２ 第７回広見町・日吉村合併協議会の日程について 

 
 
  第７回広見町・日吉村合併協議会の日程は、次のとおりとする。 
 
 
   日 時  平成１６年７月１日（木）午後２時から 
 
   場 所  広見町民会館   ３階大会議室 
 
 
 


